
令 和 ８ 年 度

矢板市補正予算書

　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　１．一般会計補正予算（第２号）

矢　 板　 市
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一 般 会 計 補 正 予 算





議案第１号 

 

令和８年度矢板市一般会計補正予算（第２号） 

 

 令和８年度矢板市の一般会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 109,429 千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 17,116,429 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の追加及び変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

   令和８年６月５日提出 

 

矢板市長 森 島 武 芳    
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第２表　地方債補正

１　地方債の追加

２　地方債の変更

利率 利率

街 路 事 業 69,100 132,100

起債の方法

補 正 後

償還の
方　法

起 債 の 目 的

補 正 前

（単位：千円）

限 度 額
起債の
方　法

限 度 額
起債の
方　法

償還の
方　法

（単位：千円）

起 債 の 目 的 利　　　率 償 還 の 方 法限　度　額

普通貸借

又　　 は

証券発行

　　４．０％以内
　

（ただし、利率見直し
方式で借り入れる資
金について、利率の
見直しを行った後に
おいては、当該見直
し後の利率）

城 の 湯 温 泉 セ ン タ ー
改 修 事 業

15,100

借入の日から３０年以内とし、その
他については借入先融資条件によ
る。ただし、市財政の都合により据
置期間及び償還期限を短縮し、又
は繰上償還若しくは低利に借換え
することができる。
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